
小牧市空き家等除却工事費補助金交付要綱 

令 和 ２ 年 ３ 月 ３ ０ 日 

３１小都計第８７０号 

 （通則） 

第１条 小牧市空き家等除却工事費補助金（以下「補助金」という。）の

交付については、市費補助金等の予算執行に関する規則（昭和３４年小

牧市規則第３号。以下「規則」という。）の定めによるほか、この要綱

の定めるところによる。 

（交付の目的） 

第２条 補助金は、老朽化した空き家又は倒壊若しくは建築材等の飛散の

おそれのある危険な空き家を除却する者に対し、その経費の一部を補助

することにより、安全かつ安心な住環境の確保を推進することを目的と

する。 

（定義） 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。 

(1)  空き家 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第

１２７号。以下「空家法」という。）第２条第１項に規定する空家等

（以下「空家等」という。）のうち、同項の工作物及び敷地（立木そ

の他の土地に定着する物を含む。）を除くものをいう。 

(2)  老朽空き家 建築後２２年を経過した木造の空き家及び建築後４７ 

年を経過した非木造の空き家をいう。 

(3) 危険空き家 住宅地区改良法（昭和３５年法律第８４号）第２条第

４項に規定する不良住宅であって、別表評定項目の欄に掲げる評定項

目につき同表評定内容の欄に掲げる評定内容に応じた同表評点の欄に

定める評点を同表評定区分の欄に掲げる評定区分ごとに合計した評点

の合計が１００以上となる木造の空き家をいう。 

(4) 空き家等 老朽空き家及び危険空き家をいう。 

(5) 所有者等 次のいずれかに該当する者（個人に限る。）をいう。た

だし、当該者が死亡している場合は、その法定相続人をいう。 

  ア 不動産登記法（平成１６年法律第１２３号。以下「登記法」とい

う。）第１１９条第１項に規定する登記事項証明書に当該空き家等

の所有者として記録されている者（以下「空き家等の所有者」とい



う。） 

イ 登記法第３条の不動産の表示の登記がされていない空き家等にお

いて、固定資産税家屋台帳又は固定資産税納税通知書に納税義務者

又は納税者として記録されている者 

  ウ 空き家等が所在する土地の所有者（空き家等の除却について、当

該空き家等の所有者全員の同意を得ている者に限る。） 

(6) 除却事業者等 建設業法（昭和２４年法律第１００号）別表第１に

掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第３条

第１項の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平

成１２年法律第１０４号。以下「建設リサイクル法」という。）第２１

条第１項に基づく愛知県知事による登録を受けた事業者をいう。 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、

次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(1) 市税を滞納してない個人 

(2) 小牧市暴力団排除条例（平成２４年小牧市条例第１６号）第２条第

１号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第２号に規定

する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は暴力団若しくは暴力

団員と親密な関係を有する者でないもの。 

 (3) 所有者等（所有者等が空き家等の共有名義人である場合は、当該空

き家等の除却について共有者全員の同意を得た者のうち１人に限る。） 

(4) 空家法第２２条第２項に規定する勧告を受けていない者 

（補助対象空き家等） 

第５条 補助金の交付の対象となる空き家等（以下「補助対象空き家等」

という。）は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(1) 市内に存し、１年以上居住の用に供されていない空き家等（長屋又

は共同住宅にあっては、全戸において１年以上居住の用に供されてい

ないもの）で、延べ面積の２分の１以上が居住の用に供されていたも

の。 

(2) 個人が所有するもの。 

(3) 抵当権、質権その他所有者等以外の権利者が設定されていないもの。

ただし、所有者等以外の権利者が設定されている場合であって、当該

権利の権利者が当該空き家等の除却について同意している場合は、こ



の限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、特に除却が必要と認める空き家等 

を補助対象空き家等とすることができる。 

（補助事業） 

第６条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、

補助対象者が除却事業者等に依頼して行う補助対象空き家等の除却工事

（建設リサイクル法に基づき、適正な分別解体、再資源化等を実施する

ものに限る。以下同じ。）であって、次に掲げる条件を満たすものとす

る。 

 (1) 規則第７条の通知（以下「決定通知」という。）後に、第９条第１

項に規定する補助事業者が除却事業者等と除却工事の契約を締結する

こと。 

(2) 第９条第１項の補助金の交付の申請をする年度内に完了するもので

あること。 

(3) 敷地内の空家等のすべてを除却するものであること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、補

助事業としない。 

 (1) 補助対象空き家等が道路改良その他の公共事業の補償対象であるも

の。 

 (2) 当該事業について市の他の補助を受けるもの。 

(3) その他市長が補助金の交付が適当でないと認めたもの。 

（補助対象経費） 

第７条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）

は、補助対象者が除却事業者等に支払った除去工事費用とする。 

（補助金の額） 

第８条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の額又は登

記事項証明書若しくは固定資産家屋証明書に記載された補助対象空き家

等の床面積に１平方メートル当たり各年度の国の定める住宅局所管事業

に係る標準建設費等の除却工事費による単価を乗じて得た額のうち、い

ずれか少ない額に２分の１を乗じて得た額（１,０００円未満の端数があ

るときは、これを切り捨てた額）とする。ただし、その限度額は、２０

万円とする。 

（交付の申請） 



第９条 補助金の交付を受けようとする者（以下「補助事業者」という。）

は、補助事業に係る契約を締結する前に、空き家等除却工事費補助金交

付申請書（様式第１）に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなけ

ればならない。ただし、市長は、添付書類により証明すべき事実を公簿

等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることが

できる。 

 (1) 空き家等の位置図（付近見取図） 

 (2) 空き家等の外観写真（複数の方向から撮影されたものとし、一方向

は正面玄関を含むものであること。） 

(3) 危険空き家判定同意書（様式第２） 

(4) 事業計画書（様式第３） 

(5) 市税の納税証明書（滞納がないことが証明されているものに限る。） 

(6) 登記事項証明書又は所有者等及び建築年数が確認できる書類の写し 

(7) 除却工事見積書の写し（補助対象工事と補助対象外工事の部分を分

けたもので、除却事業者等の記名及び押印のあるものに限る。） 

(8) 空き家等の除却について、補助事業者以外の第４条第３号の共有者

全員及び第５条第１項第３号ただし書の権利者の同意を確認できる書

類（必要な場合に限る。） 

(9) 補助事業者の住民票の写し 

(10) その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定による申請は、当該申請をする年度内において、補助事業 

 者１人につき１回限りとする。 

（危険空き家の判定） 

第１０条 市長は、前条第１項の規定による申請があったときは、現地調

査を行い、当該建築物が危険空き家に該当するか否かを判定するものと

する。 

（申請の取下げ） 

第１１条 申請の取下げをしようとする者は、決定通知を受けた日から起

算して１５日以内にその旨を記載した書面を市長に提出しなければなら

ない。 

 （計画変更等） 

第１２条 補助事業者は、決定通知を受けた後において、補助事業に要す

る経費の配分若しくは補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、



若しくは廃止しようとするときは、速やかに空き家等除却工事費補助事

業計画変更等承認申請書（様式第４）を市長に提出し、その承認を受け

なければならない。 

２ 規則第５条から第７条までの規定は、前項の申請があった場合に準用

する。この場合において、規則第７条中「補助金等交付決定通知書（様

式第２」とあるのは、「空き家等除却工事費補助金変更交付決定通知書」

と読み替えるものとする。 

３ 前項後段の規定により読み替えて適用する空き家等除却工事費補助金

変更交付決定通知書は、様式第５によるものとする。 

（実績報告書） 

第１３条  補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業完了日から 

３０日以内又は補助事業を実施した年度の３月３１日のいずれか早い日

までに、規則第１２条に規定する実績報告書に次に掲げる書類を添付し

て市長に提出しなければならない。 

 (1) 工事請負契約書の写し又は発注書等の写し（契約日が明記されてい

るものに限る。） 

 (2) 工事費請求書の写し及び領収書の写し 

 (3) 工事写真（着手前及び完了時の様子が確認できるものに限る。） 

 (4) 建設リサイクル法第１０条第１項又は第２項の規定による届出の受 

領票（市の受付印が押印されたもの）の写し（延べ面積が８０平方メ 

ートル以上のものに限る。） 

 (5)  廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）

第１２条の３第１項に規定する産業廃棄物管理票のうちＡ票の写し 

 (6) その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定による実績報告書の提出があったときは、適切に

除却されたか検査するものとする。 

３ 市長は、前項の検査により不備が判明したときは、検査結果不備事項

通知書（様式第６）により通知するものとする。 

（補助金の交付） 

第１４条  補助事業者は、補助金の請求をしようとするときは、規則第 

１３条の通知を受けた日から起算して２０日以内に空き家等除却工事費

補助金交付請求書（様式第７。以下「請求書」という。）を提出するも

のとする。ただし、最終請求日は、事業の完了した日の翌年度の４月 



３０日とする。 

２ 市長は、請求書を受け取った日から起算して３０日以内に補助金を交

付するものとする。 

 （交付決定の取消し等） 

第１５条 市長は、補助事業者が第１３条第３項の規定により通知された

検査結果不備事項の改善を行わない場合は、補助金の交付の決定を取り

消すものとする。 

２ 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると

きは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとし、既に補

助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。 

 (1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。 

 (2) 補助金の交付決定内容、これに付した条件その他法令に違反したと

き。 

 （雑則） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事

項は、市長が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 （この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和１２年３月３１日限り、その効力を失う。 

 （経過措置） 

３ 前項に規定する日以前に規則第５条の規定による補助金の交付の決定 

を受けた者に係る補助金の交付等については、なお従前の例による。 

附 則(令和２年２小都計第５０１号) 

この要綱は、令和２年８月１日から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は、令和３年１月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際現に改正前の小牧市空き家等除却工事費補助金交

付要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の小牧市空き家

等除却工事費補助金交付要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用する

ことができる。 

   附 則  



１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際現に改正前の小牧市空き家等除却工事費補助金交

付要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の小牧市空き家

等除却工事費補助金交付要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用する

ことができる。 

附 則  

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。  

２ この要綱の施行の際現に改正前の小牧市空き家等除却工事費補助金交

付要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の小牧市空き家

等除却工事費補助金交付要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用する

ことができる。 

   附 則  

 この要綱は、令和５年１２月１３日から施行する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年３月１７日から施行する。ただし、第３条、第

５条及び第９条の改正規定は令和７年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際現に改正前の小牧市空き家等除却工事費補助金交

付要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の小牧市空き家

等除却工事費補助金交付要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用する

ことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第３条関係） 

評定区分 評定項目 評定内容 評点 最高評点 

構造一般の程度 基礎 構造耐力上主要

な部分である基

礎が玉石である

もの 

１０ 

 構造耐力上主要

な部分である基

礎がないもの 

２０ 

外壁又は界壁 外壁の構造が粗

悪なもの 
２５ 

構造の腐朽又は

破損の程度 

基礎、土台、柱

又ははり 

柱が傾斜してい

るもの、土台又

は柱が腐朽し、

又は破損してい

るもの等小規模

な修理を要する

もの 

２５ 

１００ 

基礎に不同沈下

のあるもの、柱

の傾斜が著しい

もの、はりが腐

朽し、又は破損

しているもの、

土台又は柱の数

か所に腐朽又は

破損があるもの

等大規模な修理

を要するもの 

５０ 

基礎、土台、柱

又 は は り の 腐

朽、破損又は変 

１００ 



  形が著しく、崩

壊の危険のある

もの 

 

 

外壁 外壁の仕上材料

の剥落、腐朽又

は破損により、

下地が露出して

いるもの 

１５ 

外壁の仕上材料

の剥落、腐朽又

は破損により、

著しく下地が露

出しているもの

又は壁体を貫通

する穴を生じて

いるもの 

２５ 

屋根 屋根ぶき材料の

一部に剥落又は

ずれがあり、雨

もりのあるもの 

１５ 

屋根ぶき材料に

著しい剥落があ

るもの、軒の裏

板、たる木等が

腐朽したもの又

は軒の垂れ下が

ったもの 

２５ 

屋根が著しく変

形したもの 
５０ 

防火上又は避難

上の構造の程度 

外壁 延焼のおそれの

ある外壁がある

もの 

１０ 

 



  延焼のおそれの

ある外壁の壁面

数が３以上ある

もの 

２０ 

 

屋根 屋根が可燃性材

料でふかれてい

るもの 

１０ 

排水設備 雨水 雨どいがないも

の 
１０  

 備考 一の評定項目につき該当評定内容が複数ある場合においては、当 

  該評定項目についての評点は、当該評定内容に応ずる各評点のうち最

も高い評点とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１（第９条関係）      （表）  

 

空き家等除却工事費補助金交付申請書 

                         年   月   日 

 

（宛先）小牧市長          

 

           補助事業者 住所          

               氏名               

                 電話 

 小牧市空き家等除却工事費補助金の交付を受けたいので、関係書類を添

えて申請します。なお、補助対象空き家等については、１年以上居住の用

に供しておりません。 

 

１ 補助事業の名称                

２ 補助事業の内容  

３ 補助対象空き家等所在地   

４ 補助事業の実施予定期間   着手   年   月   日 

                完了   年   月  日 

５ 添付書類 

(1) 空き家等の位置図（付近見取図） 

 (2) 空き家等の外観写真（複数の方向から撮影されたものとし、一方向 

は正面玄関を含むものであること。） 

(3) 危険空き家判定同意書 

(4) 事業計画書 

(5) 市税の納税証明書（滞納がないことが証明されているものに限る。） 

(6) 登記事項証明書又は所有者等及び建築年数が確認できる書類の写し 

(7) 除却工事見積書の写し（補助対象工事と補助対象外工事の部分を分 

けたもので、除却事業者等の記名及び押印のあるものに限る。） 

 (8) 空き家等の除却について、補助事業者以外の第４条第３号に規定す

る共有者全員及び第５条第１項第３号に規定する権利者の同意が確認

できる書類（必要な場合に限る。） 

(9) 補助事業者の住民票の写し 

(10) その他市長が必要と認める書類 

 



（裏） 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誓約事項及び同意事項 

申請に当たり、次の事項を確認し、誓約・同意します。 

（下記の内容を読んで、□にチェックし、署名してください。） 

□  私は、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員との密接関係者に該当

しません。また、該当することが判明した場合は、小牧市空き家等除

却工事費補助金を返還します。なお、該当の有無に関して調査が必要

となった場合には、小牧市が求める必要な情報及び資料を遅滞なく提

出するとともに、小牧市において当該資料等を愛知県警察本部又は小

牧警察署へ提供し、意見を聴くことに同意します。 

□  この申請の審査に必要な私の住民登録情報及び納税に関する情報

について、公簿による確認をすることに同意します。 

 

年  月  日 

補助事業者 氏名          

（署名） 



様式第２（第９条関係） 

 

危険空き家判定同意書 

 

                              

年   月   日 

（宛先）小牧市長          

 

           補助事業者 住所          

 

                 氏名             

                  （署名） 

 

 小牧市空き家等除却工事費補助金交付要綱第１０条の規定による判定を

受けることについて同意します。 

 なお、判定のための職員による敷地への立ち入りについて、承諾します。 

 

記 

 

１ 所有者等氏名                           

 

２ 空き家等所在地                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。  



様式第３（第９条関係） 

 

事業計画書 

 

 

 

空

き

家

等

の

概

要 

申  請  者   

所  在  地   

用     途   

形     態  

（該  当  箇  所  に  〇）  
一戸建て・長屋・共同住宅  

構     造   

延 べ 面 積        ㎡  

建 築 年 月 日          

使用されてない期間        年  

評     点  点（≧１００）※小牧市記入欄  

工

事

の

概

要 

工 事 の 名 称   

除却事業者等 

業者名   

所在地   

予   定   工   期   

除却工事費予定額                円  

（うち補助対象経費）                円  

（うち補助対象外経費）               円  

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。  



様式第４（第１２条関係） 

 

空き家等除却工事費補助事業計画変更等承認申請書 

 

  年  月  日 

 

 

（宛先）小牧市長 

 

            補助事業者 住所 

 

                  氏名             

 

年  月   日付け   第  号で交付決定通知のあった補助事業

について計画を（変更・中止・廃止）したいので、次のとおり申請します。 

 

１ 補助事業の名称 

 

２ 変更後の補助金申請額  金     円 

 

３ 計画変更等の理由  

 

４ 計画変更の内容 

 

 

 

※計画変更の内容は、変更前と変更後の内容が対比できるように作成し、

事業内容、予算書その他の変更を明らかにする資料を添付すること。  

 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 



  様式第５（第１２条関係） 

 

空き家等除却工事費補助金変更交付決定通知書 

 

 

  第     号  

年  月  日  

 

          様  

 

 小牧市長        印   

 

 

    年   月   日付け    第    号で交付決定した補助

金について、下記のとおり変更したので通知します。  

 

記  

 

１ 補助事業の名称   

 

２ 変更後の補助金の額  金       円  

 

３ 計画変更の内容  

 

４ 条件  

 

 

 

 

 

 

 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 



様式第６（第１３条関係） 

 

検査結果不備事項通知書 

 

第     号 

  年  月  日 

 

          様 

 

 

小牧市長       印  

 

年  月  日付けで提出された実績報告書に基づき検査した結果

不備が判明したので下記のとおり通知します。 

また、不備事項の改善を行わない場合は、補助金の交付を取り消すこ

とがあります。 

 

記  

 

１ 補助事業の名称 

 

 

２ 不備の箇所 

 

 

３ 不備の内容及び理由  

 

 

 

 

 

 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。  



様式第７（第１４条関係） 

 

空き家等除却工事費補助金交付請求書 

 

年  月  日 

 

 

（宛先）小牧市長 

 

 

補助事業者 住所  

 

                    氏名           

 

年   月   日付け   第   号で額の確定を受けた小牧市空き

家等除却工事費補助金について、次のとおり請求します。  

 

１ 請求金額  金         円  

 

２ 振込先  

 

(1) 金融機関名               支店名        

 

(2) 科目     普通・当座 

 

(3) 口座番号             

 

   （フリガナ） 

(4) 口座名義人                  

                   

 

 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 


